
改めて、今回の「新しい 制度設計」の目的・意義と論点   

そして待機児童の緊急解消をめざす「7つの提言」  

平成21年10月30日  
全私保連常務理事 菅原良次  

1∴すべての子どもたちの育ちと子育て支援を対象とした量の拡大  

1）3歳未満児を中心とする300万人の子どもたちを支援する制度   

2）多様化するすべての保育ニーズに応える制度   

3）事業所（団体含む）の安定的な運営と経営が可能となる制度  

2．保育の質の向上と子どもたちの保育園（施設）における生活と遊び環境の改善  

1）自然環境・・・地域、公開等   

2）保育園の環境   

（1）園庭の重要性   

（2）クラス・室内の面積基準   

（3）職員数と処遇  

3．「新しい仕組み」とあるづき制度  

1）上記の「1）と2）」を保障しうる制度   

2）  同  を保障しうる財源の確保   

3）．そのための「公」の関与と責任を法的・制度的に明確化する必要性と社会的連帯の確立  

すべての子どもたちの育ち、利用を希望するすべてのニーズ、子どもたちを対象とする   

「公」と「社会」の責任を制度的に明確にする  

●新しい仕組み（制度）作りの中での論点について  

1）利用者本人の申請に基づく保育の「必要性の認定」は「公」の関与した基準に基づき差   

別されないこと。  

2）利用料は「公」の関与のもとでの応能負担を基本とし応益的考えもー定含めたものとす   

る（現行も同じ）。  

3）保育料の納入  

4）利用者への給付について   

①定型保育の利用者への給付（補助）は、上記の「保育の質」と「事業所の運営の安定   



化」を担保できることを前提に「11時間保育」と職員配置基準は現行の基準をより充   

実したものとする。（例：3歳20対1から10対1、4，5歳30対1から15対1等）   

②同時に現行と同じように「月単価」「規模（定員）、年齢、地域」を基本とすると共に  

新たに「管理費、事務費」を給付単価に組み込む等を基本に制度化する。   

③給付に関わる上記の①、②について施設の運営に要する基本的経費と利用者個人への  

給付（補助）に分け基本的経費については施設補助とする。  

（注）上記の点は兼ねてから主張をしてきた内容であり、現行の幼稚園制度ではそうした制  

度となっている。  

・とくに現在、議論されている小規模保育所の場合、このような制度にしないと運営が成  

り立たないと考えられる。   

④代理受領に関わる部分は、利用者個人への給付部分とする。   

5）3者（公・利用者・事業者）による「公的契約」について  

（1）「公」と「弄り用者」との契約内容   

①利用を申請したすべての者に対して認定基準に基づいて入所認定行う。   

②「上記」の公的給付内容を明記する。   

③「上記」の利用料（公定価格）を明示し、事業者に支払うよう義務づける。   

④利用者への給付額を通知するが「代理受領」として入所が決定した事業所に支払うこ  

とを明記する。   

（2）「公」と「事業者」との契約内容  

（∋利用者に給付する内容を示し、その給付額を代理受領として、事業者を指定し支払う  

ことを明記する。   

②運営に係わる費用「管理費・事務費」等を事業者に明記する。   

③利用者が事業者に利用料を支払う義務があることを明記する。   

①利用者が利用料を滞納した場合「公」が責任をもって代理を務めることを明記する。   

（3）「利用者」と－「事業者」との契約内容   

①事業者は認定基準で認定された利用者に対して、合理的理由なしに入所を拒むことは出来  

ない。   

②利用者が「公」の関与のもと決定された公定利用料を事業者に支払う義務があることを明  

記する。   

③事業者は「公」の関与の基で決定された保育の質・条件に関わる内容の遵守を明記する。  

（職員配置、面積、給食、保育指針等）   

④事業者は「公」の関与のもと決定された利用料以外徴収しないことを明記する。   

⑤利用者が「公」から受ける給付を代理受領者として入所が認められた事業者として承認す  

ることを認める。  
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4．彩江／い「参入の仕組み」づくりの論点  

1）都市部と人口減少地域の事情と状況に対応し「分園、小規模保育所（5名から10名）」   

の設置を可能とする制度設計。   

（注）①多機能型と組み合わせることも可能  

②待機児童対策にも有効   

2）指定制について‥・認可保育所への移行を基本とし、最低基準の遵守を前提とする   

3）認可外施設において「上記」を前提に考える   

4）多様な保育・子育て支援ニーズに対応するシステムとして多機能型を積極的に導入可  

能な制度にする。   

5）企業経営（株式会社）の取り扱い   

（1）初期投資は認めない（憲法89条）  

（2）仮に代理受領を受け入れたとしても、社会福祉法人と同様に公的給付（剰余金含め）  

については「医療制度」と同じように「福祉事業」以外にその使途は認めない。  

（制度的条件を付ける）  

（3）場合によっては、公的給付と企業事業における余剰金との経理区分を行う。  

（4）減価償却については「社会福祉法人、企業」とも認める。  

5・僻）「7つの提言L   
深刻な待機児童地域には、例えば緊急5か年の時限的な待機児童解消のための重点施策   

を企画・立案・実行する。  

1）基準の弾力的運用で「指定制」を時限的に活用・推進する。基準の遵守を基本にNPO  

法人等の認可外施設等の事業所を活用する。   

※待機児童がいない地域には適用しない。  

2）「安心子ども基金」を増やし初期投資資金3，000万円を社会福祉法人を中心に補助。   

※貸借する空部屋等の改修工事費、備品等事業負担の軽減を図ること。また現状では  
医療・福祉機構からの借り入れ不可能であるため。   

※東京都の認証保育所が短期間に増加した主な理由については面積基準を3．3平方から  

2・5平方に0・8平方に少なくしたことが直接的理由ではなく、初期投資として「改修費  

用」（上限3，000万円）の補助がなされることが大きい。  

3）「安心子ども基金」を大幅に増額し、対象事業によっては恒久的な補助したり、公立  

保育園にも活用できるよう対象を広げる等の改善を行う。  

4）待機児童の多い地域に限定して、園庭に保育室を建設する際の要件緩和と建築費の  

補助の増額をする。また社会福祉法人に限定して新設認可保育園設置のための土地取  

得費を補助対象とする。  

※例として1階は園庭のまま、2階部分に保育室を建設するなどの知恵と工夫が必要。  

また、将来園児が少なくなった時に取り壊しが認められるなど柔軟な対応が求められる。  

5）待機児童解消のため新固開設や分園の設置等、努力している社会福祉法人を国が積  
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極的に評価しながら、開設などに係った借入金の軽減策を講じる。また、貸借する   

分固の家賃補助を恒久化する。   

6）市町村の負担を軽減するため保育所運営費にあてられる国補助金を時限的に50％か  

ら「70％～80％」に引き上げる。合わせて各市町村に、社会福祉法人を対象とした   

融資制度を設ける。   

※市町村が運営費等の負担が増えることを理由に消極的になることを防ぐ。   

7）待機児童の解消に向けて、努力し、結果を出した市町村には、翌年度の地方交付税  

交付金を増額する。  
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代理受領制厚と個人給付の関係について（補足）  

平成21年10月30日  

全私保連常務理事 菅原良次  

●今回の制度改革の基本理念  

「全て（すべて）の子どもが対象」「全て（すべて）の多様なニーズに対応」  

・上記にしていくための制度改革であり、そのための「公」と「社会」としての権利保障が前提。  

・そのための保育を保障するためには、「質が担保」された量の保障が不可欠であり、「公」とし   

ての「提供責任と整備責任」が重要と考える。  

・もう一つは、その為の財漁確保が必要である。   

「今回、それらの権利を保障する制度として3者（利用者・事業者・行政）で行う公的契約制  

度が考えられたといえる。（内容については別紙）   

○利用者個人への給付と代理受領制度との関係  

・この二者の関係は直接的なものではなく、正しく捉える必要がある。  

・代理受領は、給付したお金が、その目的である「保育」以外に使用しないようにするための制   

度であると考える。  

・機関（施設）補助であってもその目的は子どもたちの「保育」のための補助である。  

・また、個人への給付（報酬）という名称に変わっても「保育」（福祉）に使用するという本来   

的使用目的は変わらない。それ以外の使用は認められないと考えるのが普通である。  

仮に、利用者に個人給付として直接（お金が）渡れば、保育以外に使用する恐れがある。こ   

の代理受理制度は、それを防ぐための制度でもある。  

・そのことを前提とし基本とすれば「事業者、利用者」とも目的以外の使用は、基本的に認めら   

れないし、必然的に社会的責任を負う立場からも許されないと考えるのが常識といえる。  

・その為にも目的以外に使用ができないよう制度設計（規制・条件）を行うことが重要となる。   

○代理受領と最低基準との関係  

・この二者の制度としての直接的関連はないと考える。  

給付（補助）内容と最低基準は、保育の質、条件を子どもと保育士の処遇に、どのように保   

障するかについての問題であるとともに事業所運営との関係であると考える必要がある。  

・それは最低基準の内容（給付）が高く（良く）なるか、低く（悪く）なるかの問題である。   

○代理受領と運営の安定化との関係  

・代理受領とは直接関係してくる問題ではないと考える。  

・子どもと保育士の処遇を向上させ事業所運営の安定と運営に必要な費用は前述のように「最低   

基準」と「給付内容」の関係である。  

・また、運営の安定にとって、大切なことは給付内容の善し悪しを決定付ける保育単価の計算の   

基礎に何を加えるかであり、計算式の中に「月単価」「規模、年齢」等の要素をしっかり制度   

として盛り込むかである。  
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「今後の保育制度の新たな仕組み」論点を解明するための  

障害者自立支援法と介護保険制度の比較検討について  

平成21年10月30日  

社団法人全国私立保育園連盟   

常務理事 菅原良次   



1．各制度関係の比較  

※以下各制度を略称。障害者自立支援法⇒「障害者自立」、   

介護保険制度⇒「介護制度」  

1）利用者の対象  

への補  2）利用   鹿（給付）  

年齢・定員（規模）・地域」別の単価に基づき機関  

補助（運営費、事業糞、事務費）  公」が関与  

○利用者個人への補助金制度・代理受領制   

（第一次審査）全国共通の106項目からなる心身状況で審査  

（第二次審査）（1～6段階）で市町村が給付を決定  
⇒r公  が関与し決定  

○ ⇒「公」が関与し決定：下記参照   

∴∵「「貫  



2）利用者への補助制度（給付）：介護制度補足  

（3）介護制度癖珍 ①現物給付⇒  

業者が受けとる（下記（注））。  

②償還払い⇒利用者が一旦全額支払う、後から保険給付（90％）を  
受け取る。  

（福祉用具、住宅改修等にこの方式が用いられる。）  

（注）利用者への個人別補助金制度  

・公費（国－25％、都道府県－12．5％、市町村－12．5  
＝税金部分＋ 保険料で全体の財源を確保。  

給付内容「①在宅に関するもの（12項目）②施設に関するもの（3項目）  

③市町村独自」等  

＝＝⇒※5）に関連  

3）利用者負担制度巌痺3制度とも「公」が関与し決定  

○応益を加味した応能負担（全国平均、保育料で約48％、  

「公」が約52％）  

（2）障害者自立垂妙○重宝淫蒜諾喜砦雲苧に応じた上限あり■  

○介護サービス費用の10％利用者負担（利用したサービスの   

報酬単価の1割を自己負担する応益負担、高額介護サービス   
費としての払い戻し有）  

4）利用者の認定制鹿  3制度とも「公」が関与し決定  

（1）保育制度 鱒珍○国の基準と市町村の基準（保育に欠ける）  

（2）障害者自立画ゆ ○国の基準で市町村が審査偲定（‾定期間ごと見直し）  

（3）介護制度 函蹄○保険者（市町村）が要介護度認定（一定期間ごと見直し）   



5）利用入所のための馳走基準の決定噛3制度とも「公」が関与し決定  

○国の政令に基づき市町村が条例で基準制定   

○国と市町村の障害程度区分「非該当、1～6」  

○国L自治体の要介護度基準「要支援1・2」と「要介護1～5」の7段階  

6）施股の利用方法  

各制度とも ○行政（市町村）  

による自己申請  いずれの制度も利   

9）ナショナルミニマム、セーフテーネット（利用者一従事者の処遇■生活保障）  

○児童福祉施設最低基準（問題点が多い・基準の向上が課題）  

障害者自立鱒ゆ○  障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準  
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準  
障害者自立支援法に基づく指定相談支援事業の人員、設備及び運営に関する基準  

○介護保険法（平成9年法律第123号）、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）   
介護老人保健施設の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）（指定基準） 
介護老人保健施設の人員及び運営に関する基準について（平成12年老企第44号（基準通知）   
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1）陣青青白立支援法関係  

～利用者、従事者から寄せられ郡lる批判と問題点～   

①本人負担10％と応益負担制度導入による障害者の負担増   

：補助単価を上げると利用者負担率も上がる連動もネック   

②自立支援医療費の問題   

③地域生活支援事業の問題   

④障害者を支援するヘルパーの処遇、人員不足   



2）介株保険制鹿関係  

～利用者、従事者から寄せられている批判と問題点～  

○介護保険制度について実際に寄せられた苦情をサービス種類別、内容別に分  
類すると次のとおりとなる。ちなみに契約一手続き関係のものは全体の5．6％に留  
まっている。  
（下記参考『月例調査と苦情事例から見た東京都における介護サービスの苦情相談白書   

平成21年度版一平成20年度実績－』（H21．8 東京都国民健康保険団体連合会）より引用）  

（参考）《苦情内容別の割合》  

「サービス提供、保険給付の苦情割合42．9％  

（1，569件）中、従事者の態度19．6％（307件）、  

管理者等の対応19．4％（304件）、説明・情  

報の不足189％（296件）であり、この3種  

の苦情内容で約6割を占めている。」  

3．二つの「制度」の検討すべき特徴と問題点  
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（D利用者からの苦情と問題点の指摘は「負担、給付、供給体制（量）、認定基準  
（対象範囲）」に集中している。（利用者、関係者の苦情・不満等をもとに制度内容   
の見直しが数回行われている。）  

②「公」の制度内容への「関与のあり方、補助単価・内容、負担のあり方」に対する   
疑問と問題指摘が多い。⇒このことは、㈹との関係で検討が重要である。  

③ただし、各制度ともに「公」の関与と制度（規制）のもとに運営されている事業体に   

よって実施されていることはまったく同様である。  

④一方、利用者と事業者との「契約」と「代理受領、現物補助、償還払い、保険支払   
い」の仕組みに対する苦情・問題指摘は少ない。   
⇒あるのは上記の㈹、（卦の問題である。  

⑥上記「①、②」と「③」との関係、特に仕組みの基本である「③」と寄せられている   
苦情との関係、具体的に繋がるものがあるか。また「③」の制度であるが故に「①、  
②」を悪くしている原因となっているか。について具体的に検証する必要である。   

を分析する限り③が寄せられている苦情と具体的な関係が見られない。  

⑦以上について、冷静に分析、検討することが「保育制度」の「新しい仕組みづくり」   
にとって重要な課題である。  

⑧なお、多様な経営主体の参入については「保育・介護・障害者自立」事業とも法   
的に制度化されている（再掲）。  
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4．最近の動向について  

●なお、障害者自立支援法、介護保険制度とも制度の法制化は、社会的、国民的支   
持を一つの理由に作られたといえる。   

●ただし、規制改革の推進等、とくに効率化優先（＝安く）という政治的潮流（流れ■   
主流）の中で作られたという客観情勢があり「給付・公の補助・10％本人負担（とく   

に基本は応益の考え方）、認定条件、サービス供給の不足」等を決定する「基準」に   
当初から深刻な多くの問題を含んでいたといえる。さらに、障害児保育の一般財源化   

の問題も上記の問題を重層化させている。   

●さらに支援法については介護保険のような十分な準備期間もなく一年程で法律を   

つくり上げた経緯もあり、違憲とする訴訟も行われている。  

●上記のような状況から「介護用章害者」ともさまざまな手直し、   

つつある。  
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